
平成22年3月30日 

報道各社の皆様へ 

選挙のムダ使い未然防止に関する活動について 

～立候補者諸氏 そのポスター、ムダ使いでは!?～ 

                           

川口市民オンブズマン 

■ごあいさつ 

平素より、市民オンブズマン活動へのご理解、ご協力を賜り心より御礼申し上げます。 

2月に川口市民オンブズマン、賛同団体である埼玉市民オンブズマン・ネットワークの両

団体は、来る統一地方選挙に向けて、選挙に関する公費負担（選挙公営）のムダ使いを

未然防止するため、報道各社様への記者発表を通じて全国へ緊急メッセージを発信させ

ていただきました。 

この度、選挙のムダ使いが全国規模で是正が必要な問題であることを証する資料とし

て、統一地方選挙が行われる都道府県・政令指定都市における選挙ポスターの公費負担

状況(掲示板×何倍の枚数まで公費負担するのか)を発表します。 

■調査結果 

 
公費負担される 

選挙ポスターの上限枚数 
自治体名 

都道府県 掲示板（掲示場）×２倍 

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・栃木 

群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川 

福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀 

京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山 

広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀 

長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 

掲示板（掲示場）×1倍 相模原市・岡山市 

掲示板（掲示場）×1.2倍 さいたま市・静岡市・新潟市・浜松市 
政令指定都市 

掲示板（掲示場）×2倍 
札幌市・仙台市・千葉市・横浜市・川崎市・京都市 

大阪市・堺市・神戸市・広島市・福岡市 

※ 上記は該当自治体のHPより公費負担の条例を調査した結果(2011年３月17日現在)になって

います。 

■その他 

� 詳細不明点等がありましたら、選挙のムダ使い未然防止の専用HP、川口市民オンブズマ

ンのHP、または当会の連絡先までお願いします。 

http://senkyoposters2011.web.fc2.com/ 

以上 

川口市民オンブズマン 
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